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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月21日(2014.11.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉛蓄電池用の活物質を含む電極であって、電極表面には、複合カーボン粒子を複数含有
するカーボン合剤を含む被覆層が形成され、前記複数の複合カーボン粒子のそれぞれは、
第２導電性カーボン材料の複数粒子で被覆されている第１キャパシタカーボン材料の粒子
を含み、前記第１キャパシタカーボン材料の粒子における前記第２導電性カーボン材料の
表面被覆率が少なくとも２０％である、電極。
【請求項２】
　前記第１キャパシタカーボン材料の粒子における前記第２導電性カーボン材料の表面被
覆率が少なくとも５０％である、請求項１に記載の電極。
【請求項３】
　前記第２導電性カーボン材料の粒子径が前記第１キャパシタカーボン材料の粒子径の５
分の１以下である、請求項１又は請求項２に記載の電極。
【請求項４】
　前記第２導電性カーボン材料の粒子径が前記第１キャパシタカーボン材料の粒子径の１
０分の１以下である、請求項３に記載の電極。
【請求項５】
　前記第１キャパシタカーボン材料対前記第２導電性カーボン材料の重量％比率が１５：
１～１０：８である、請求項１～４のいずれか一項に記載の電極。
【請求項６】
　前記第１キャパシタカーボン材料は、ＢＥＴ等温式による吸着によって測定される比表
面積が少なくとも５００ｍ２／ｇである高比表面積の炭素質材料である、請求項１～５の
いずれか一項に記載の電極。
【請求項７】
　前記比表面積が少なくとも１０００ｍ２／ｇである、請求項６に記載の電極。
【請求項８】
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　前記第１キャパシタカーボン材料が活性炭から選択される、請求項１～７のいずれか一
項に記載の電極。
【請求項９】
　前記第２導電性カーボン材料は、２０℃、５００ＫＰａにおける電気伝導率が少なくと
も０．６Ｓｃｍ－１である高導電性の炭素質材料である、請求項１～８のいずれか一項に
記載の電極。
【請求項１０】
　前記第２導電性カーボン材料が、カーボンブラック、グラファイト、グラッシーカーボ
ン及びナノカーボン繊維の少なくとも１種から選択される、請求項１～９のいずれか一項
に記載の電極。
【請求項１１】
　前記カーボン合剤が、第３導電性カーボン材料を含む、請求項１～１０のいずれか一項
に記載の電極。
【請求項１２】
　前記第３導電性カーボン材料が、カーボンブラック、グラファイト、グラッシーカーボ
ン及びナノカーボン繊維の少なくとも１種から選択される、請求項１１に記載の電極。
【請求項１３】
　前記ナノカーボン繊維が、カーボンナノワイヤー、カーボンナノチューブ及びカーボン
ホイスカーの少なくとも１種から選択される、請求項１２に記載の電極。
【請求項１４】
　前記カーボン合剤の前記被覆層は、１００重量部の前記第１キャパシタカーボン材料に
対して４～１００重量部の前記第２導電性カーボン材料を含む、請求項１～１３のいずれ
か一項に記載の電極。
【請求項１５】
　前記カーボン合剤の前記被覆層はさらに、１００重量部の前記第１キャパシタカーボン
材料に対して５０重量部以下の前記第３導電性カーボン材料を含む、請求項１４に記載の
電極。
【請求項１６】
　前記カーボン合剤の前記被覆層はさらに、１００重量部の前記第１キャパシタカーボン
材料に対して２～３０重量部の結着剤を含む、請求項１～１５のいずれか一項に記載の電
極。
【請求項１７】
　前記カーボン合剤の前記被覆層は、１００重量部の前記第１キャパシタカーボン材料に
対して４～１００重量部の前記第２導電性カーボン材料と、１００重量部の前記第１キャ
パシタカーボン材料に対して５０重量部以下の前記第３導電性カーボン材料、２～３０重
量部の結着剤、２０重量部以下の増粘剤及び２０重量部以下の短繊維とを含む、請求項１
～１３のいずれか一項に記載の電極。
【請求項１８】
　当該電極の前記被覆層における前記カーボン合剤の量が電極の前記活物質の重量に対し
て１～１５重量％である、請求項１～１７のいずれか一項に記載の電極。
【請求項１９】
　前記電極が、鉛蓄電池用の負極活物質を含む負極である、請求項１～１８のいずれか一
項に記載の電極。
【請求項２０】
　前記電極が、鉛蓄電池用の正極活物質を含む正極である、請求項１～１８のいずれか一
項に記載の電極。
【請求項２１】
　複合カーボン粒子を複数含有する前記カーボン合剤は、前記第１キャパシタカーボン材
料の複数粒子を第２導電性カーボン材料の複数粒子とともに粉砕すること、造粒すること
及び一体化することの少なくとも１つによって製造される、請求項１～２０のいずれか一
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項に記載の電極。
【請求項２２】
　前記粉砕がビーズミル粉砕又はボールミル粉砕である、請求項２１に記載の電極。
【請求項２３】
　請求項１～２２のいずれか一項に記載される電極を具備する、鉛蓄電池系システム用の
蓄電装置。
【請求項２４】
　前記装置が、鉛蓄電池である、請求項２３に記載の蓄電装置。
【請求項２５】
　少なくとも１つの二酸化鉛系正極と少なくとも１つのスポンジ状鉛系負極とを硫酸電解
質溶液中に含む蓄電装置であって、前記負極が、
　集電体と、
　前記集電体に被着されてなり、スポンジ状鉛の活物質を含んでなる第１層と、
　前記第１層の少なくとも一部と接触している第２層とを具備し、
　前記第２層は、複合カーボン粒子を複数含み、前記複数の複合カーボン粒子のそれぞれ
は、第２導電性カーボン材料の複数粒子で被覆されている第１キャパシタカーボン材料の
粒子を含み、前記第１キャパシタカーボン材料の粒子における前記第２導電性カーボン材
料の表面被覆率が少なくとも２０％である、蓄電装置。
【請求項２６】
　鉛蓄電池用の活物質を含む電極を作製する方法であって、
　第１キャパシタカーボン材料の複数粒子を、前記第１キャパシタカーボン材料の粒子径
よりも小さい粒径を有する第２導電性カーボン材料の複数粒子とともに粉砕すること、造
粒すること及び一体化することの少なくとも１つによって、前記第２導電性カーボン材料
の複数粒子でその表面の少なくとも２０％が被覆されている第１キャパシタカーボン材料
の粒子を含む複合カーボン粒子を複数作製する工程と、
　前記複数の複合カーボン粒子を含むカーボン合剤を作製する工程と、及び
　鉛蓄電池用の活物質を含む電極の表面の少なくとも一部を前記カーボン合剤で被覆する
工程と、
を含む方法。
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